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上越市手数料条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  戸籍謄本の広域交付等を可能とする戸籍法の一部改正を受け、当市において、他の

市区町村を本籍地とする人の戸籍謄本等を令和 6 年 3 月 1 日から交付が可能となるた

め、交付に係る手数料を定めるもの 

 

２ 主な改正内容 

戸籍証明書の交付等に係る次の手数料を追加する。 

⑴ 他の市区町村を本籍地とする者に交付する戸籍証明書に係る手数料 １通につき

４５０円（第２条第１号関係） 

⑵ 他の市区町村を本籍地とする者に交付する除籍証明書に係る手数料 １通につき

７５０円（第２条第４号関係） 

⑶ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料 １件につき４００円（第２ 

条第３号関係） 

⑷ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料 １件につき７００円（第２ 

条第６号関係） 

⑸ 届書等情報の内容証明書の交付に係る手数料  １通につき３５０円又は 

１，４００円（第２条第７号関係） 

⑹ 届書等情報の内容閲覧に係る手数料 １件につき３５０円（第２条第８号関係） 

⑺ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和６年３月１日 

 

４ 上越市手数料条例改正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （手数料の種類及び金額） 

第２条 略 

⑴ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）

第１０条第１項、第１０条の２第１項か

ら第５項まで若しくは第１２６条の規定

に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同

法第１２０条第１項、第１２０条の２第

１項若しくは第１２６条の規定に基づく

戸籍証明書                         

                        

       の交付手数料  １通につ 

き４５０円 

 （手数料の種類及び金額） 

第２条 略 

⑴ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）

第１０条第１項、第１０条の２第１項か

ら第５項まで若しくは第１２６条の規定

に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同

法第１２０条第１項           

    若しくは第１２６条の規定に基づく 

磁気ディスクをもって調製された戸籍に 

記録されている事項の全部若しくは一部 

を証明した書面の交付手数料 １通につ

き４５０円 

-1-



改  正  案 改  正  前 

 ⑵ 略 

⑶ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に

基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行手数料（情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成１４年法

律第１５１号）第７条第１項の規定によ

り同法第６条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。以下この条において同

じ。）により戸籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該発行に係る

戸籍電子証明書の請求が同項の規定によ

り同項に規定する電子情報処理組織を使

用する方法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電

子証明書の請求を行う者が同時に当該戸

籍電子証明書が証明する事項と同一の事

項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又

は戸籍証明書の請求を行う場合における

当該発行を除く。） 戸籍電子証明書提

供用識別符号１件につき４００円 

（追加） 

⑷ 戸籍法第１２条の２において準用する

同法第１０条第１項若しくは第１０条の

２第１項から第５項までの規定若しくは

同法第１２６条の規定に基づく除かれた

戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第 

１２０条第１項、第１２０条の２第１項

若しくは第１２６条の規定に基づく除籍

証明書                   

                     

         の交付手数料 １通

につき７５０円 

⑸ 略 

⑹ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に 

基づく除籍電子証明書提供用識別符号の 

発行手数料（情報通信技術を活用した行 

政の推進等に関する法律第７条第１項の 

規定により同法第６条第１項に規定する 

電子情報処理組織を使用する方法により 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行を 

行う場合（当該発行に係る除籍電子証明 

書の請求が同項の規定により同項に規定 

⑵ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 戸籍法第１２条の２において準用する

同法第１０条第１項若しくは第１０条の

２第１項から第５項までの規定若しくは

同法第１２６条の規定に基づく除かれた

戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第 

１２０条第１項             

  若しくは第１２６条の規定に基づく磁気

ディスクをもって調製された除かれた戸

籍に記録されている事項の全部若しくは

一部を証明した書面の交付手数料 １通

につき７５０円 

⑷ 略 
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改  正  案 改  正  前 

する電子情報処理組織を使用する方法に

より行われた場合に限る。）における当

該発行及び除籍電子証明書提供用識別符

号の発行に係る除籍電子証明書の請求を

行う者が同時に当該除籍電子証明書が証

明する事項と同一の事項を証明する除か

れた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証

明書の請求を行う場合における当該発行

を除く。） 除籍電子証明書提供用識別

符号１件につき７００円   （追加） 

⑺ 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく届出若しくは申請の受理の証

明書の交付、同法 第４８条第２項（同

法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づ

く届書その他市長の受理した書類に記載

し た 事 項 の 証 明 書 又 は 同 法 第 

１２０条の６第１項の規定に基づく届書

等情報の内容の証明書の交付手数料 １

通につき３５０円（婚姻、離婚、養子縁

組、養子離縁又は認知の届出の受理につ

いて、請求により法務省令で定める様式

による上質紙を用いる場合にあっては、

１，４００円） 

⑻ 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく届書その他市長の受理した書

類又は同法第１２０条の６第１項の規定

に基づく届書等情報の内容を表示したも

のの閲覧手数料 書類又は届書等情報の

内容を表示したもの１件につき ３５０

円 

⑼～(23) 略 

(24) 農地に関する証明手数料（第２６号に

掲げる手数料を徴収する場合を除く。） 

 １件につき３５０円 

(25) 第９号から前号までに掲げる手数料に

類する手数料 １件につき３５０円 

 (26)～(98) 略 

 (99) 略 

建築物の区分 手数料の額 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく届出若しくは申請の受理の証

明書の交付又は同法第４８条第２項（同

法第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づ

く届書その他市長の受理した書類に記載

し た 事 項 の 証 明 書                   

                      

          の交付手数料 １

通につき３５０円（婚姻、離婚、養子縁

組、養子離縁又は認知の届出の受理につ

いて、請求により法務省令で定める様式

による上質紙を用いる場合にあっては、

１，４００円） 

⑹ 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく届書その他市長の受理した書

類の                  

                      

    閲覧手数料 書類１件                  

             につき ３５０ 

  円 

 ⑺～(21) 略 

(22)  農地に関する証明手数料（第２４号に

掲げる手数料を徴収する場合を除く。） 

 １件につき３５０円 

(23) 第７号から前号までに掲げる手数料に

類する手数料 １件につき３５０円 

 (24)～(96) 略 

 (97) 略 

建築物の区分 手数料の額 

（略） 
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改  正  案 改  正  前 

 

一戸建て（新築をしよ

うとするものを除き、

新築時に、長期優良住

宅建築等計画等の認定

（以下この表及び第 

１０２号の表において

「認定」という。）を

受けていないものに限

る。）のもの 

18,400 円 

（略） 

(100) 略 

ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３７号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

(101) 長期優良住宅普及促進法第８条第１項

の規定に基づく認定を受けた長期優良住

宅建築等計画等の変更の認定に係る申請

手数料（第１０３号及び第１０４号に掲

げる手数料を徴収する場合を除く。）  

１件につき、第９９号の表の左欄に掲げ 

る当該申請に係る建築物の区分に応じ、 

同表に定める額に２分の１を乗じて得た 

額 

 (102) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の

整備のための長期優良住宅の普及の促進

に関する法律等の一部を改正する法律

（令和３年法律第４８号）附則第２条第

２項の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の変更の認定の申請手数料（次号及

び第１０６号に掲げる手数料を徴収する

場合を除く。） １件につき、次の表の

左欄に掲げる当該申請に係る建築物の区

分に応じ、同表に定める額 

  （表 略） 

 (1 0 3 ) 長期優良住宅普及促進法第８条第２項  

の規定により準用する同法第６条第２項

の規定による申出を行う場合における同

法第８条第１項の規定に基づく認定を受

けた長期優良住宅建築等計画等の変更の

認定に係る申請手数料 １件につき、当

該申請に係る建築物の第１０１号又は前

号に規定する額に次に掲げる区分に応 

  

一戸建て（新築をしよ

うとするものを除き、

新築時に、長期優良住

宅建築等計画等の認定

（以下この表及び第 

１００号の表において

「認定」という。）を

受けていないものに限

る。）のもの 

18,400 円 

（略） 

(98) 略 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

(99) 長期優良住宅普及促進法第８条第１項

の規定に基づく認定を受けた長期優良住

宅建築等計画等の変更の認定に係る申請

手数料（第１０１号及び第１０２号に掲

げる手数料を徴収する場合を除く。）   

１件につき、第９７号の表の左欄に掲げ 

る当該申請に係る建築物の区分に応じ、 

同表に定める額に２分の１を乗じて得た 

額 

(100) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の

整備のための長期優良住宅の普及の促進

に関する法律等の一部を改正する法律

（令和３年法律第４８号）附則第２条第

２項の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の変更の認定の申請手数料（次号及

び第１０４号に掲げる手数料を徴収する

場合を除く。） １件につき、次の表の

左欄に掲げる当該申請に係る建築物の区

分に応じ、同表に定める額 

  （表 略） 

 (101 ) 長期優良住宅普及促進法第８条第２項

の規定により準用する同法第６条第２項

の規定による申出を行う場合における同

法第８条第１項の規定に基づく認定を受

けた長期優良住宅建築等計画等の変更の

認定に係る申請手数料 １件につき、当

該申請に係る建築物の第９９号 又は前  

号に規定する額に次に掲げる区分に応 
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改  正  案 改  正  前 

じ、次に定める額を加算した額 

  ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３７号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (104)～ (109)  略 

 (110) 略 

ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３７号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (111)  略 

ア 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１０９号アに規

定する場合 同号アに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１０９号イに規

定する場合 同号イ (ア)から(ウ)までに規

定する額にそれぞれ２分の１を乗じて

得た額（当該額に１００円未満の端数

があるときは、当該端数を切り上げた

額）を合算した額 

 （ 112） 略 

ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３７号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (113)～ (115)    略 

(116)  建築物省エネ法第３４条第１項の規 

定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請手数料（第１１８号

に掲げる手数料を徴収する場合を除

く。） １件につき、次に掲げる場合の

区分に応じ、次に定める額（同号におい

て「建築物エネルギー消費性能向上計画

認定手数料の額」という。） 

 ア～ウ 略 

(117)  略 

じ、次に定める額を加算した額 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (102)～ (107)   略 

 (108) 略 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (109)  略 

ア 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１０７号アに規

定する場合 同号アに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１０７号イに規

定する場合 同号イ (ア)から(ウ)までに規

定する額にそれぞれ２分の１を乗じて

得た額（当該額に１００円未満の端数

があるときは、当該端数を切り上げた

額）を合算した額 

 （ 110） 略 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (111)～ (113)  略 

 (114) 建築物省エネ法第３４条第１項の規 

定に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定の申請手数料（第１１６号

に掲げる手数料を徴収する場合を除

く。） １件につき、次に掲げる場合の

区分に応じ、次に定める額（同号におい

て「建築物エネルギー消費性能向上計画

認定手数料の額」という。） 

ア～ウ 略 

(115)  略 
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改  正  案 改  正  前 

 (118)  略 

ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３７号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (119)  略 

  ア 床面積を増加しようとする場合 増

加しようとする床面積に応じて第 

１１６号又は前号と同じ方法で算出し

た額 

  イ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１６号アに規

定する場合  同号アに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

  ウ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１６条イに規

定する場合  同号イに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

  エ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１６号ウに規

定する場合  同号ウに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

 (120)  略 

  ア 第３６号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

  イ 第３７号に規定する昇降機に係る部 

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (121) ～  (143) 略 

（手数料の減免） 

第５条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

ア 第２条第１１３号に規定する建築物 

 エネルギー消費性能適合性判定手数料 

イ 第２条第１１４号に規定する計画変 

 更に係る建築物エネルギー消費性能適 

 (116)  略 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (117)  略 

  ア 床面積を増加しようとする場合 増

加しようとする床面積に応じて第 

１１４号又は前号と同じ方法で算出し

た額 

  イ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１４号アに規

定する場合  同号アに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

  ウ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１４条イに規

定する場合  同号イに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

  エ 「申請」を「変更の認定の申請」と

読み替えて適用する第１１４号ウに規

定する場合  同号ウに規定する額に 

２分の１を乗じて得た額（当該額に 

１００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げた額） 

 (118)  略 

ア 第３４号に規定する建築物に係る申

出を行う場合 同号に規定する額 

イ 第３５号に規定する昇降機に係る部 

分が含まれる建築物に係る申出を行う

場合 同号に規定する額 

 (119) ～  (141) 略 

（手数料の減免） 

第５条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

ア 第２条第１１１号に規定する建築物 

 エネルギー消費性能適合性判定手数料 

イ 第２条第１１２号に規定する計画変 

 更に係る建築物エネルギー消費性能適 
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改  正  案 改  正  前 

 合性判定手数料 

ウ 第２条第１１５号に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料 

エ 第２条第１３７号に規定する定期検

査手数料 

オ 第２条第１３８号に規定する適性計

量管理事業所計量管理検査手数料 

 ⑶～⑹ 略 

２ 略 

⑴ 略 

⑵ １８歳に達する日以後最初の３月３１

日までの間にある者が第２条第２８号に

規定する手数料を納付するとき。 市長

が必要と認める額 

⑶ 第２条第１号、第９号、第１４号及び

第１８号に規定する手数料を多機能端末

機（本市の電子計算機と通信回線により

接続された民間事業者が設置する端末機

で、証明書を交付する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）により納付し、交

付を受けるとき。 ５０円 

３ 略 

 合性判定手数料 

ウ 第２条第１１３号に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料 

エ 第２条第１３５号に規定する定期検

査手数料 

オ 第２条第１３６号に規定する適正計

量管理事業所計量管理検査手数料 

 ⑶～⑹ 略 

２ 略 

⑴ 略 

⑵ １８歳に達する日以後最初の３月３１

日までの間にある者が第２条第２６号に

規定する手数料を納付するとき。 市長

が必要と認める額 

⑶ 第２条第１号、第７号、第１２号及び

第１６号に規定する手数料を多機能端末

機（本市の電子計算機と通信回線により

接続された民間事業者が設置する端末機

で、証明書を交付する機能を有するもの

をいう。以下同じ。）により納付し、交

付を受けるとき。 ５０円 

３ 略 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第１号 

提  出  課 財政課 

 

歳入科目（Ｐ14～Ｐ15） 12款 1項 1目 地方交付税 

単位：千円 

 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

普通交付税 20,211,802 490,333 20,702,135 

 

【補正理由】 

 地方交付税の原資となる国税収入の増加に伴い普通交付税の再算定が行われ、国の令和 5

年度補正予算において追加交付されたことから増額するもの 

 

【補正内容】 

   普通交付税 490,333 

項 目 補正額 備 考 

臨時経済対策費 182,932 

地方公務員の給与改定及び国の補正予算に伴う

地方負担の増加を踏まえ、必要となる経費の一部が

措置されたもの 

臨時財政対策債 

償還基金費 
285,101 

令和 6年度及び令和 7年度における臨時財政対策

債償還に係る経費の一部について、基金に積み立て

るための経費が措置されたもの 

調整額 22,300 

令和 5年度普通交付税額の決定時に、総額にあわ

せるために国において減額した額（調整額）が復活

されたもの 

合 計 490,333  

  ※基準財政収入額の再算定は行われていない。 
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単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

減債基金積立金 1 285,101 285,102 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源          285,101 

 

 積立金            285,101 

 

 

 

【補正理由】 

国の令和 5 年度補正予算における普通交付税の再算定において、令和 6 年度及び令和 7

年度の臨時財政対策債償還に係る経費の一部が措置されたことから、それを減債基金に積

み立てるための経費を増額するもの 

 

【補正内容】 

  減債基金積立金   285,101 

 

＜参考＞ 

減債基金残高 

 

右記以外の市債償還分 第三セクター等

改革推進債繰上

償還分残高 

残  高 
積立額 取崩額 残 高 

令和 4年度末 

     

- - 28,218 15,807 44,025 

  Ⓐ Ⓑ (Ⓐ＋Ⓑ) 

令和 5年度 

現計予算額 

     

1 - 28,219 15,807 44,026 

  Ⓒ Ⓓ (Ⓒ＋Ⓓ)  

1月補正額 

     

285,101 - - - - 

     

令和 5年度末 

     

285,102 - 313,320 15,807 329,127 

  Ⓔ Ⓕ (Ⓔ＋Ⓕ) 

 

 

歳出科目（Ｐ22～Ｐ23） 2款 1項 6目 財産管理費 
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